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・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

 
・
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
ら
れ
た
方
は
、
同
封
さ
れ
た
申
請
書
を
郵
送
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、

 
 
市
区
町
村
の
窓
口
で
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

 
 
限
っ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
利
用
さ
れ
ま
す
。

 
・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

 

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
結
び
つ
い
た
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
ま
す
。
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マ

イ
ナ

ン
バ

ー
は

、
行

政
を

効
率

化
し

、
国

民
の

利
便

性
を

高
め

、
公

平
・

公
正

な
社

会
を

実
現

す
る

社
会

基
盤

で
す

。
 

      

行
政
の
効
率
化

 
 

 行
政

機
関

や
地

方
公

共
団

体
な

ど
で

様
々

な
情

  
 報

の
照

合
や

入
力

な
ど

に
要

し
て

い
る

時
間

や
 

 労
力

が
大

幅
に

削
減

さ
れ

る
と

と
も

に
、

よ
り

 
  

 
正

確
に

行
え

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。
 

国
民
の
利
便
性
の
向
上

 
 

 添
付

書
類

の
削

減
な

ど
、

行
政

手
続

が
簡

素
化

 
 さ

れ
、

負
担

が
軽

減
さ

れ
ま

す
。

情
報

提
供

等
 

 記
録

開
示

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
情

報
の

確
認

や
提

 
  

 
供

な
ど

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

で
き

ま
す

。
 

公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

 
 

 所
得

や
他

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

受
給

状
況

を
把

 
 握

し
や

す
く

な
り

、
脱

税
や

不
正

受
給

な
ど

を
 

 防
止

す
る

と
と

も
に

、
本

当
に

困
っ

て
い

る
方

 
  

 
に

き
め

細
か

な
支

援
を

行
え

ま
す

。
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正
確

に
行

え
る

よ
う

に
な

り
ま

す
。

 
 

供
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
で

き
ま

す
。

 
 

に
き

め
細

か
な

支
援

を
行

え
ま

す
。

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

・
年
金
、
雇
用
保
険
、
医
療
保
険
の
手
続
、
生
活
保
護
や
福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税
の
手
続
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
務
に

平
成

2
８

年
1

月
か

ら
、

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

は
社

会
保

障
、

税
、

災
害

対
策

の
行

政
手

続
で

利
用

し
ま

す
。

 

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

・
市
区
町
村
か
ら
、
住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

平
成

2
7

年
1

0
月

か
ら

、
国

民
の

皆
さ

ま
一

人
一

人
に

 

 
 

1
2

桁
の

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

（
個

人
番

号
）

が
通

知
さ

れ
ま

す
。

 

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
民
間
事
業
者
で
も
、
社
会
保
険
、
源
泉
徴
収
事
務
な
ど
で
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正
に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
提
供
し
た
り
す
る
と
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

法
律

で
定

め
ら

れ
た

目
的

以
外

で
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

利
用

し
た

り
、

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 他
人

に
提

供
し

た
り

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

個
人

番
号

 
98

76
･･
･･

 

愛
称
：

 
マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん

 




